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本日のテーマ

1 既存特定天井の脱落対策
• 東日本大震災での非構造部材や天井被害

• 天井等の基準改正の流れ（国交省・文科省）

• 非構造部材の耐震基準

• 天井の耐震改修、具体的な対策事例

2 新たな技術基準等
• 巨大地震の新たな概念（震源域、津波高さ）

• 新たな基準化と対策、法令の新設

• 長周期地震動への対策

• 熊本地震の地震動



日建設計・グループ



事業内容：
建築の企画・設計監理、都市・地域計画およびこれら
に関連する調査・企画コンサルタント業務

　 本店所在地 　 東京都千代田区飯田橋2丁目18-3

　 代表者 　 代表取締役社長　 亀井忠夫

　 創　 業 　 1900年（ 明治33年） 　 本年116周年

　 設　 立 　 1950年（ 昭和25年）

　 役員・ 職員数 　 1848名（ 2547名） 　 （ グループ会社全体）

技術士 133名（ 251名） 　 （ グループ会社全体）

一級建築士 821名（ 1044名） 　 （ グループ会社全体）

二級建築士 129名（ 170名） 　 （ グループ会社全体）
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世界の大規模地震一覧表 （Ｍ9.0以上）

出典：内閣府 防災情報のページ．Web 及び 東京大学地震研究所．Web （地図）

Mw9.5 1960年 チリ地震
Mw9.2 1964年 アラスカ地震

Mw9.1 1957年 アリューシャン地震

Mw9.0 2011年 東北地方太平洋沖地震

Mw9.0 2004年 スマトラ島沖地震

Mw9.0 1952年 カムチャッカ地震

アリューシャン地震



日本の地震史
・ 国内では、1600年間で500件の被害が記録されている。大地震の記録がこれほど

残っている国は世界的にも例がない。(M8.0以上は29回）

・ 最古の記録は412年飛鳥宮の被害。文字を残せる知識人の存在により、歴史の中
心で多くの史記が残存している。今回の3.11(M9.0）は有史では観測最大。



出典：防災科学技術研究所暫定版

500km

200km

最大滑り量23m
(暫定値)

平成23年東北地方太平洋沖地震に
関する推定震源断層

出典： 気象庁

平成23年東北地方太平洋沖
地震の震度分布

震度７

3.11 震源地と各地の震度図

869.7.13
貞観地震M8.3



「非構造部材部材」

１．東日本大震災の被害の実態

A)「構造躯体の健全性」に比較して
⇒外壁や天井の被害が大きい。（基準が異なる？）

B)「建築の健全性」に比較して
⇒設備関連（天井や屋上）の被害が大きい。 （基準が異なる？）

C)「建築自体の健全性」に対して
⇒機器や収納家具類による建築の被害が大きい。（基準が無い？）

建物の建設時期や契約内容（耐震グレード）よって被害
に差が生じた可能性もあり、慎重な分析が必要

⇒どの年代の設計図書によって発注しているか、も重要。



1-Ａ：「構造躯体の健全性」に比較して
⇒天井の被害が大きい、例。

場所：首都圏某所（震度5強～5強） 場所：福島県（震度6弱～6強）



1-Ｂ：「建築の健全性」に比較して
⇒設備関連の被害が大きい、例

場所：仙台市内（震度6弱～6強）

場所：福島県内（震度6弱～6強）



1-Ｃ：「建築自体の健全性」に対して
⇒機器や収納家具類による被害が大きい、例

場所：福島県内（震度6弱～6強）

場所：福島県内（震度6弱～6強）



•建築基準法施行令第39条1項
屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物
の及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付ける部分は、
風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって、脱落しないよう
にしなければならない。

「非構造部材部材」

２．設計基準（公的基準-1） 「非構造部材」

■公的基準

■共通仕様書（国交省大臣官房営繕部監修）

・9章ＡＬＣ版、押出成型版等
⇒構造耐力に対して有害な欠陥の無いこと。

・14章金属工事の軽量鉄骨天井下地
⇒基本的には仕様規定。「耐震性を考慮した補強は、特記による」

・17章カーテンウォール工事
⇒「….耐震性…等は所定の性能を有し、….」



「非構造部材部材」

２．設計基準（公的基準-2） 「天井の設計基準」

①2001年（平成13年）の安芸地震：技術的助言

⇒基準法施行令第39条（内外装材派地震で落下しないこと）の適用の参考として周知依頼

⇒この時点で「クリアランスの確保の必要性が記述されている）

②2003年（平成15年）の十勝沖地震：技術的助言

⇒平成13年の通達の妥当性を通知＋以下の新知見

・重量天井の局所バランスに注意

・固有周期に配慮

・既設天井の補強上の注意

・危険な場合の落下防止措置の必要性

③2005年（平成17年の）宮城県沖地震：技術的助言

⇒2003年の助言の確実な実施の重要性を周知

⇒建物所有者宛調査依頼

■国交省の技術的助言に見る天井の耐震基準 （⇒天井の「技術的助言」三兄弟）

■⇒建築士法上、「技術的助言」は建築士としての善管注意義務の範囲内とされている。



「非構造部材部材」

４．東日本大震災の地震動

東京都千代田区で観測した
計測震度の推移

（資料：気象庁）

いわき市小名浜で観測した
計測震度の推移。震度4以上
の揺れが3分以上続いた

（資料：気象庁）

南北方向の速度波形の比較。東京大学地震研究
所の資料による。図中の「築館」は宮城県栗原市、
「鷹取」と「葺合」は神戸市にある観測点

■福島では震度5弱以上の揺れが70秒、震度4以上の揺れが190秒も続いた。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110406/546832/?SS=imgview&FD=47651877
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110406/546832/?SS=imgview&FD=47651877
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110406/546832/?SS=imgview&FD=47651877
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110406/546832/?SS=imgview&FD=47651877
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110406/546832/?SS=imgview&FD=49498919
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110406/546832/?SS=imgview&FD=49498919


「非構造部材部材」

５．その他の被害考察

■ＯＡフロアと家具工事

重量のある家具類により、ＯＡフロアのタイル
カーペットが引きずられている。

場所：福島県内（震度6弱～6強）



「非構造部材部材」

６．天井の被害例（当社外）

九段会館の天井崩落の様子

川崎Ｍの天井崩落の様子

設計仕様と国交省の技術的助言との整合
は不明であるが、耐震要素が不足してい
た事実は間違いない。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110922/552852/?SS=imgview&FD=47651877
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110922/552852/?SS=imgview&FD=47651877


いわき市内：震度6弱での被害例。設計仕様では、
天井内ブレース1か所/30㎡。

「非構造部材部材」

６．天井の被害例（当社外）



千葉幕張震度5強、鉄骨造純ラーメン構造の最上階、ラインシステム天井、余震で全面崩壊

「非構造部材部材」

６．天井の被害例（当社外）：ラインシステム天井



千葉幕張震度5強、鉄骨造純ラーメン構造の最上階、ラインシステム天井、余震で全面崩壊

「非構造部材部材」

６．天井の被害例（当社外）：ラインシステム天井



千葉幕張震度5強、鉄骨造純ラーメン構造の最上階、ラインシステム天井、余震で全面崩壊

「非構造部材部材」

６．天井の被害例（当社外）：ラインシステム天井



「非構造部材部材」

６．天井の補強例：ラインシステム天井



家具や壁面収納
等の竣工後工事
の耐震固定により、
壁面自体が損傷を
受けている。

「非構造部材部材」

６．間仕切壁の被害例（当社外）



常時開放型の防火戸が
固定軸の変形により床
にせって、閉鎖障害を起
こしている。

防火シャッターのガイド
レールが変形し、閉鎖障
害を起こしている。

防火戸自体が支持部分
から外れて脱落している。

「非構造部材部材」

６．防災建具の被害例（当社外）
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1. 3.11以降の法令関連 概要 （特定天井告示公布まで）

2011年3月

2012年1月

2013年1月

2014年1月

3.11東日本大震災

国土交通省 文部科学省 その他

★耐震改修促進法の改正（5/9）

★建築基準法施行令の一部を改正する政令 （7/12）

★国土交通省告示第771号「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」（8/5）

8月

★「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」（9/26）

4月

10月

★「学校施設における天井等落下防止対策のための手引き」 （8/7）
★同落下防止対策の一層の推進について」通知（8/7）（201号、202号）

★「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について」（平成23年7月）

★「学校施設の非構造部材の耐震対策の推進について」（平成24年3月）

4月

7月

9月

★「特定天井」等建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行（4/1）

★耐震改修促進法の施行（11/25）

★国土交通省「安全上重要な天井」告示案パブリックコメント（2/27）

(8/20)屋内プール等の大規模空間を持つ建築物
の吊り天井の脱落対策について（技術的助言）

プール天井脱落事故連続発生（7/12、7/27）

接合部などの強度については、技術基準に示された試験
方法で確認されているものは公には無く実質的に設計で
きない状態であったが、その後各天井下地製造者が接合
部等の強度試験を実施している。

製造者による各種実験・審査
機関による審査準備・設計の
確認申請図書作成

概ね3年以内に調査・報告完了（2016年夏）

半年の周知期間

地震時以外での天井等の脱落

★天井告示基準原案（8月）

★耐震改修促進法施行令改正（10/4）



「国交省告示」と「文科省手引」の比較

• 国交省「特定天井」告示及び技術基準の解説

• 「特定天井」に対する新たな耐震基準として法令化。設計方法と
して仕様ルート、計算ルート、大臣認定ルートがある。

• 対象範囲は「特定天井」：①水平投影面積200㎡超、②高さ6m超、
③重さ2kg/㎡超、④日常利用する場所にある、⑤吊り天井、の①
～⑤を全て満たす部位。

• 文部科学省「学校施設天井等脱落防止」手引
• 全ての学校施設において既存天井を耐震調査し、約20項目の

チェック項目に一つでもNGがあれば、安全を最優先して原則天
井の撤去を推進。国公立では概ね3年以内の対策の実施を要請。

• 対象範囲は国交省の特定天井より厳しい①水平投影面積200㎡
超、②高さ6m超、の何れか。

• 対象か所は屋内運動場等。具体的には「屋内運動場」「武道場」
「講堂」「屋内プール」。その他の部位も対策を推奨。



「国交省告示」と「文科省手引」の比較

項目 「国交省告示」 「文科省手引」

位置付け 法律（法令及び告示） 手引（ガイドライン扱い）

対象法令 建築基準法、耐震改修促進法、等 なし

適用範囲 国内すべての建築物 文科省が管轄する全ての
学校施設等建築物

対象範囲 原則新築を対象 原則既存建築物を対象

特定天井範囲 水平投影面積200㎡超、

かつ、高さ6m超

水平投影面積200㎡超、

または、高さ6m超

対象主体 建築主 学校施設管理者

対象とする地震
規模

中地震で無損傷とし、中地震の1.5

倍でも余力で損傷を抑制する。
大地震時にも天井等は脱
落させない。

既存建築への
対応

耐震改修促進法によりフェールセー
フ等の落下防止措置を実施

原則既存天井等の撤去

罰則 有り 省令等参照

運用の詳細 建築確認申請時に技術審査 手引チェックリストで運用

検討主体 建築士 指定アドバイザー等

期日 平成26年4月1日より施行 国公立は概ね3年以内



既存天井耐震対策の提案
新築では、特定天井に該当する場合は告示にて対応、特定天井に該当しない場合は設
計条件として耐震クライテリアを合意し、設計する。

告示特定天井に該当する場合

告示特定天井にも、文教施設のガイドラインにも該当しない場合

1.そのまま継続使用する
2.可能な範囲で補強する
3.新基準に合わせて改修する

1.そのまま継続使用する
2.可能な範囲で補強する
3.新基準に合わせて改修する

⇒既存不適格のまま（適法な状態）
⇒程度問題の補強とならざるを得ない
⇒下地共一旦撤去し、告示にて新築

⇒特段の問題なし
⇒程度問題の補強とならざるを得ない
⇒提案としては、あまり意味が無い

告示特定天井には該当しないが、文教施設のガイドラインに該当する場合

1.そのまま継続使用する
2.可能な範囲で補強する
3.新基準に合わせて改修する

⇒ガイドラインを満足することを確認する
⇒ガイドラインに沿って撤去または改修
⇒下地まで一旦撤去し、告示にて新築
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2014年１月28日 Ｅディフェンス

防災科学技術研究所が公開した実大振
動実験で、2000年以前に一般的だった
仕様の吊り天井が、大地震で崩落する
メカニズムが再現された。

特集1：大規模天井を壊す実験
http://nkkp.jp/a/bn/20140212/651329/（写真：ケンプラッツ）

2. 防災科学研究所 実大実験

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140212/651329/?SS=imgview&FD=1421851125
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140212/651329/?SS=imgview&FD=1421851125
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140212/651329/?SS=imgview&FD=1423698167
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140212/651329/?SS=imgview&FD=1423698167
http://nkkp.jp/a/bn/20140212/651329/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140212/651329/?SS=imgview&FD=1422774646
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140212/651329/?SS=imgview&FD=1422774646


試験体全景

2014年２月28日 Ｅディフェンス

2.2G想定対応下地 1.0G想定対応下地 従来の下地

大規模空間に設置された耐震吊り
天井の耐震余裕度検証実験が行わ
れた。
試験は1.0G対応と2.2G対応の天井
下地を再現し、徐々に加振を大きく
し、破壊するまで行われた。

Ｅディフェンス実大試験140228.pptx




① 東北地方太平洋沖地震K-NET80%
震動台X：1214gal、Y：786gal、Z：232gal、屋根
応答加速度3.8G

② 東北地方太平洋沖地震K-NET100%
震動台X：1314gal、Y：818gal、Z：292ga、l屋根
応答加速度3.8G

③ 兵庫県南部地震100%
震動台X：805gal、Y：587gal、Z：336gal、屋根応
答加速度3.4G

④ 兵庫県南部地震150%
震動台X：1208gal、Y：880gal、Z：232gal、屋根
応答加速度4.7G



国交省 天井落下防止基準告示（案）130227パブコメ参考資料引用（参考）

特定天井

大臣認定ルート



「特定天井および特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」等の
法令改正 一覧 （内閣総理大臣 平成25年7月12日公布）

• 建築基準法施行令の一部を改正する政令 （平成25年7月12日 政令第
217号）

第36条（構造方法に関する技術的基準）、第39条（屋根ふき材等）、第
137条の2（構造耐力関係）、他

ポイント：「特定天井」の定義が明記され、腐食、腐朽、劣化防止措置材

料の使用が義務付けられた。

ポイント： 「特定天井」「エレベーター、エスカレーター等の構造」が、既

存建築物に対する制限の緩和条項（施行令第137条の2）に盛り込ま

れ、 増改築の対象範囲外の既存部分でも、一定の遡及の適用範囲

に。

• 建築基準法施行規則及び建築基準法の基づく指定資格検定期間等に関
する省令の一部を改訂する省令 （平成25年7月12日 国土交通省令第61
号）

第1条（確認申請書の書式）、第3条（計画変更に係る確認を要しない軽
微な変更）、他

ポイント：確認申請の書式関連は各所で変更されている。



「特定天井および特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」等の
告示一覧 （国土交通省 平成25年8月5日発）

• 特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件（告示
第771号）（新規）～

第1：「吊り天井」「天井材」「吊り材」「斜め部材」「吊り長さ」等の定義
第2：「特定天井」の定義と適用範囲
第3 第1項：特定天井の構造方法（仕様ルート）

1.単位面積重量は20kg以下とする。
2.天井材は相互に緊結する。
3.支持構造部は構造耐力上主要な部分に緊結する。
4.吊り材はJIS基準同等以上の引張強度を持つ。
5.吊り材および斜め部材は構造耐力上主要な部分に緊結する。
6.吊り材は鉛直方向に支持し、1か所/㎡以上を釣合い良く配置する。
7.天井面には段差や地震時の応力集中箇所を設けない。
8.吊り長さは3m以下とし、概ね均等とする。
9.斜め部材はＶ字状を1組とし、階によって異なる算出式により算定した組数以上を、各方向にバ

ランス良く配置する。
10.端部は6cm以上のクリアランスを確保する。
11.屋外では風圧力を考慮する。

第3 第2項：天井の剛性や強度等を計算で確かめた場合（第1号：水平震度法）及び応答
スペクトル法による場合（第2号）は、第1項の規定（仕様ルート）は適用しない。

• 超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準
を定める件（告示第1461号）の一部を改正する件（告示第772号）

⇒特殊検証ルート関連の参照規定



国交省 「建築物の天井落下防止に係る技術基準解説130926



天井落下防止基準新告示のポイント

構造躯体が大地震時にも倒壊しないことを目標とする構造設計に対し、中
地震時における損傷を防止することにより、中地震時において天井が有す
る余力を以って、中地震を超える一定の範囲の地震においても、天井の脱
落の低減を図ること、を基本的な考え方とする。

★「余力」の考え方⇒技術基準解説参照

天井を構成する部材が、許容耐
力を超えて降伏耐力に至るまで
の耐力と考える。

許容耐力は、部材の安全上の
余裕を診て、降伏耐力の2/3以
内に設定する。従って許容耐力
の1.5倍を余力とみる。



天井内の設備の検討

設備関連の耐震基準に関しては、
日本建築センター「建築設備耐震
設計・施工指針2014年版」が最新。



本日のテーマ

1 既存特定天井の脱落対策
• 東日本大震災での非構造部材や天井被害

• 天井等の基準改正の流れ（国交省・文科省）

• 非構造部材の耐震基準

• 天井の耐震改修、具体的な対策事例

2 新たな技術基準等
• 巨大地震の新たな概念（震源域、津波高さ）

• 新たな基準化と対策、法令の新設

• 長周期地震動への対策

• 熊本地震の地震動



天井の耐震改修事例集

• 発行日：平成28年3月
• 監修：国土交通局住宅局
• 発行：

一般財団法人建築性能基準推進協会
• 編集協力：

国土交通大臣指定耐震改修支援センター
一般財団法人日本建築防災協会

参考データ

特定天井改修事例.pdf


参考：日建設計の耐震関連製品（共同開発）

検討終了項目 （160630現在）
1. 高耐震天井用Ｘ型ブレース ⇒Ｋ社カタログ

2. 層間変形追従間仕切り ⇒Ｉ社カタログ2015

3. 超軽量高耐震天井 ⇒Ｍ社カタログ

4. 高耐震複合天井システム ⇒Ｐ社カタログ

検討中、検討予定項目 （160630現在）
1. 天井制振間仕切り ⇒実大実験完了、製品化検討中

2. 層間変形対応常時開放防火戸 ⇒実大実験継続中

3. 超軽量在来天井改修 ⇒実大実験継続中

他・・・・。

問題意識：3.11以降、非構造部材の耐震要求性能を設計図書に明記す
るも、「天井面水平2.2G」や「層間変形1/60」等を満足する製
品が見当たらない。（こともある）

⇒設計者自らが新規に開発することも必要。

リンクデータ/★高耐震Ｘブレース開発.pptx
リンクデータ/★層間変形追従間仕切り開発（イトーキ2015）.pptx
リンクデータ/★超軽量耐震天井開発.ppt
リンクデータ/★高耐震複合天井システム開発.pptx
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東海・東南海・南海地震 国の見直しの動向 （内閣府2011.12.27）

新たな想定震源域 新たな想定津波波源域

◆震源域・津波波源域の見直し （内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」2011.12.27資料）

中央防災会議（2003）震源域 新たな想定震源域中央防災会議（2003）震源域中央防災会議（2003）震源域 中央防災会議（2003）津波波源域新たな想定震源域 新たな想定津波波源域

津波地震を検討する領域



東海・東南海・南海地震 見直しの動向 （東京大学 古村孝志教授）

【参考】 宝永地震＋慶長地震による津波高 （内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」2011.10.27資料）



土佐清水31.8m、高知14.7m、豊橋20.5m、名古屋・大阪3.8m
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1. 新たな基準改正の流れ

2011年3月

国土交通省 文部科学省 その他

2012年3月

2013年3月

2014年3月

2015年3月

2016年3月

3.11 東日本大震災

★施行令の一部を改正する政令 （7/12）

★「天井脱落対策に係る技術基準の解説」（9/26）

★「特定天井」等建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行（4/1）

★「特定天井」の一部を改正する告示の施行（6/1）

★「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について」（平成23年7月）

★「学校施設の非構造部材の耐震対策の推進について」（平成24年3月）

★「学校施設における天井等落下防止対策のための手引き」 （8/7）
★同落下防止対策の一層の推進について」通知（8/7）（201号、202号）

概ね3年以内に調査・報告完了（2016年夏）

★建物定期報告に「特定天井」追加 告示の施行（4/1）

★建物定期報告対象建築物の強化 施行（6/1）

4.16 熊本地震

★超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策について（6/24）

★南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動について（12/17）

★長周期地震動への対策試案（12月）

★ 「南海トラフの巨大地震モデル検討会」 （12月）



２．新たな規制等の追加（定期報告） 平成２７年

• 建築物の定期調査報告に関する調査項目、調査の方法及
び判定基準における天井に関する調査項目等についての一
部改正（平成26年国土交通省告示第1073号、平成27年4月1
日施行）

• 「特定天井の定期調査について（技術的助言）」（平成27年１
月13日国住指第3740号）

• 対象項目：概ね500㎡以上の空間の天井➡「特
定天井」の天井材の劣化及び損傷の程度

• 調査方法：必要に応じて目視確認

• 判定基準：天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、た
わみ等があること。



• 建築基準法の一部を改正する法律（平成26年法律第54号）
について第二弾にあたる建築基準法施行令ならびに施行規
則改正および関係告示が平成28年6月1日で施行され、定期
報告制度の強化された。

• 「建築基準法の一部を改正する法律の施行について（技術的
助言）」（平成28年6月1日国住指第669号）

２．新たな規制等の追加（定期報告） 平成２８年

• 対象項目：特に安全性を確保する必要性が高い建
築物等（下記）については一律に定期報告義務化

「不特定多数の者が利用」

「高齢者等の自力避難が困難な者が就寝利用」

• 昇降機、建築設備、防火設備、準用工作物等の定
期報告が追加となっている。



３．新たな天井告示の追加 平成２８年

• 追加仕様規定：「地震時に天井面に加わる外力
を、天井面構成部材及び周囲の壁等を介して
構造躯体に伝達し、天井が層間変形による強
制変形に対して追随できるものとする場合は、
斜め部材や周囲とのクリアランスは不要」

• 天井面は水平面構成のみに限定。

• 建築基準法の一部を改正する法律（平成26年法律第54号）
について第二弾にあたる建築基準法施行令ならびに施行規
則改正および関係告示が平成28年6月1日で施行され、定期
報告制度の強化された。

• 「建築基準法の一部を改正する法律の施行について（技術的
助言）」（平成28年6月1日国住指第669号）



地震時の水平力伝達経路の分類

伝達経路
（地震力の入力及び反力の伝達）

工法の概略図

ブレース等を介して上部
構造体へ（から）伝達

特にブレース周辺の天井剛性及び
上部構造が強固であることが条件

天井面を介して周辺の壁
面等へ（から）伝達

ブレースは設置しない。天井剛性及
び周辺壁部が強固であることが条件
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４.長周期地震動への対応

• 2003年9月の十勝沖地震で石油タンクが大きな被害を受けて以来、
ゆっくりと長く揺れる長周期地震動に対しての検討が続けられ、
2010年12月に国土交通省から対策試案などが示されたものの、東
日本大震災によって再検討が余儀なくされていました。

• その後、内閣府（2015年12月17日付）より、「南海トラフ沿いの巨大
地震による長周期地震動について」1)が発表されました。

• 引き続き国土交通省からも「超高層建築物等における南海トラフ沿
いの巨大地震による長周期地震動対策案」に関する意見募集
（2015年12月18日付）が発表され

• 「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周
期地震動への対策について」が、2016 年6 月24 日、国土交通省か
ら技術的助言として公表された。

• 平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づき、超高層建築
物等を新築する際の大臣認定の運用が強化されます。

リンクデータ/001135975_既存の超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策　リーフレット.pdf


南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策 リーフレット



南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策 リーフレット



４.長周期地震動への対応

建設時の想定を上回る可能性がある地域
建設時の想定を上回る可能性が高い地域
建設時の想定を上回る可能性が非常に高い地域



４.長周期地震動への対応

建設時の想定を上回る可能性がある地域
建設時の想定を上回る可能性が高い地域
建設時の想定を上回る可能性が非常に高い地域



４.長周期地震動への対応

超高層建築物等（４階以上の免震建築物含む）を新築する場合
への対策

• 三大都市圏と静岡県内の対象区域における新築では、大臣認定
の際に、南海トラフ沿いの巨大地震を想定した設計用長周期地震
動（地震動の大きさのピークレベルは告示波の1.0、1.5、2.0倍）に
よる検証が求められる。公開された各区域を代表する地震動以外
に、提示した手法、あるいはこれと同等以上の適切な評価手法を
用いて作成した地震動を利用することも可能。

• 家具等の転倒防止策に対する設計上の措置について説明を求め
られる。（法として義務付けはしないが対策を要請する。）

• 鉄骨造の超高層建築物や免震建築物については、長時間の繰り
返しによる累積変形の影響を考慮することが求められる。

• 相模トラフ沿いの巨大地震による影響が大きい関東地域などで新
築する場合は、今回提示した対策に留まらず、余裕のある設計を
行うことが望ましい。



４.長周期地震動への対応

既存の超高層建築物等への対策

• 対象区域内の既存超高層建築物等については、今回検証を求め
る長周期地震動が設計時に考慮した地震動の大きさを上回る場
合、新たな想定地震動の１波以上を適用した時刻歴応答解析に
よって再検証し、新築の建築物に求める安全性の水準に満たない
場合には必要な補強等を行うことが望ましい。

• マンションを含む区分所有建築物や庁舎等の公共建築物の詳細
検証や改修等の事業について国の支援制度が利用できる。

• 本発表はあくまでも技術的助言であり、既に存在する建物が既存
不適格とはならない。よって、厳格に適用されるものではないが、
関係機関と調整が必要になる可能性はある。
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• 新たな基準化と対策、法令の新設

• 長周期地震動への対策

• 熊本地震の地震動



５.熊本地震について
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熊本地震：非構造部材（天井材）の被害

天井内の様子

繰り返しの地震動によって、下地のクリップが変形し外れかけている。余震や地震以外
でも自重によって連鎖崩壊する可能性も有る。定期報告以外にも、繰り返し地震動等を
受けた場合に損傷状況の点検が必要であり、今後何らかの基準強化の可能性もある。



まとめ

組織設計事務所として、今後の課題と展望

1. 国交省関連の法令や告示改正、文科省関連の指針や指導
に関する最新情報を、建築主の皆様へ正確に伝える。

2. 計画中、建設中、竣工済みの各段階で、複数の対策案を作
成し、コンサルティングを行う。

3. 順次開発される関連製品を把握し検証する。設計技術的に
必要な製品は、設計事務所の枠を超えて共同開発を行う。

4. 特定行政庁や民間確認審査機関の最新動向を把握し、情
報を発信する。

5. 特定天井等の法令の範囲に縛られず、長周期地震動等に
対しても安全で安心な建物を企画、計画、設計、監理する。



ご清聴、ありがとうございました。

早川 文雄


